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1.理解の基本

「医療機関‧薬局での閲覧」と「マイナポータルで本⼈が⾒る」は別物として整理した

医療機関‧薬局での閲覧は、本⼈の同意を前提に運⽤されることを確認した

災害時には例外的に、カード未携帯でも⽒名などで医療情報の閲覧が⾏われ得ることを確認した

注意事項チェック



2.医療機関‧薬局で閲覧対象になり得る情報

薬剤情報は、本⼈同意のうえで有資格者が閲覧する運⽤であることを確認した

注意事項チェック

特定健診などの健診情報は、本⼈同意のうえで有資格者が閲覧する運⽤であることを確認した

診療情報は、制度として閲覧対象が拡⼤されてきた経緯があり、閲覧できる情報が固定ではない
前提で整理した

⼿術情報も閲覧対象になり得ることを確認した



3.同意の扱いと「いつまで⾒られるか」

注意事項チェック

情報閲覧の同意は、来院ごとに確認が必要になる運⽤があることを確認した

同意情報の登録後、閲覧できる時間に制限がある運⽤があることを確認した

同意内容を変更したい場合、再度カードで資格確認を⾏い同意を取り直す必要があることを確認した



4.マイナポータルで本⼈が確認できる範囲

診療‧薬剤情報は「過去5年分」が基本で、閲覧対象の起点や条件があることを確認した

注意事項チェック

薬剤情報も「過去5年分」が基本で、閲覧対象の起点や条件があることを確認した

「表⽰されない」主な理由として、⾃由診療、電⼦請求ではない、請求が遅れているケースがあるこ
とを確認した



5.プライバシーと第三者照会

マイナ保険証の窓⼝対応は、少なくとも「資格確認」だけで診療情報などを提供できないケースがあ
ることを確認し、過度な不安や誤解を避ける前提を持った

注意事項チェック

 医療情報は要配慮個⼈情報であり、取得‧第三者提供は原則として本⼈同意が論点になることを
 確認した

 システムの不適切利⽤や不正な第三者提供が問題となる前提で、運⽤上の統制が置かれていることを
確認した



6.受診後のセルフ点検

受診後に「マイナポータルで情報が反映されたか」を確認した

注意事項チェック

表⽰されない場合は、上記の⾮表⽰要因に当てはまらないかを先に切り分けた



チェック漏れ防⽌のための注意事項

「窓⼝で⾒られる情報」と「マイナポータルで本⼈が⾒られる情報」を混同しないこと

同意の効⼒が継続するとは限らず、来院ごとに同意確認が必要になること

注意事項チェック

マイナポータルで情報が表⽰されない場合でも、⾃由診療や請求⽅法など制度上の理由があり得る
こと

災害時は例外運⽤があり得るため、平常時の前提だけで「絶対に⾒られない」と断定しないこと

※2026年3⽉時点の情報をもとに作成しています


